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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 

平成25年度
第１四半期連結

累計期間

平成26年度
第１四半期連結

累計期間
平成25年度

(自 平成25年
４月１日

至 平成25年
６月30日)

(自 平成26年
４月１日

至 平成26年
６月30日)

(自 平成25年
４月１日

至 平成26年
３月31日)

経常収益 百万円 35,369 31,792 143,784

　うち信託報酬 百万円 22 25 109

経常利益 百万円 9,444 12,840 39,395

四半期純利益 百万円 5,820 8,497 ―

当期純利益 百万円 ― ― 22,882

四半期包括利益 百万円 △2,386 12,106 ―

包括利益 百万円 ─ ― 24,406

純資産額 百万円 362,188 365,380 358,507

総資産額 百万円 7,128,063 7,356,522 7,205,576

１株当たり四半期純利益金額 円 9.39 13.68 ―

１株当たり当期純利益金額 円 ― ― 36.88

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 9.37 13.66 ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 ― ― 36.82

自己資本比率 ％ 4.6 4.9 4.9

信託財産額 百万円 34,441 35,496 31,120
 

(注) １. 当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２. １株当たり情報の算定上の基礎は、「第４　経理の状況」中、「１　四半期連結財務諸表」の「１株当たり

情報」に記載しております。

３. 自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末新株予約権－（四半期）期末少数株主

持分）を（四半期）期末資産の部の合計で除して算出しております。

４. 信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係るものを記載しており

ます。なお、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は提出会社１社です。

 

２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま

せん。

　なお、連結子会社であったHiroshima Finance (Cayman) Limitedは、平成26年６月30日に清算結了しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】
当第１四半期連結累計期間において、「事業等のリスク」について重要な変更はありません。　

　

２ 【経営上の重要な契約等】
該当ありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況

連結財政状態につきましては、貸出金は、中小企業向け貸出への積極的な取り組みに加え、全営業店への「ロー

ンの窓口」の設置等、個人ローンの営業体制を強化した結果、前連結会計年度末比911億円増加の４兆8,957億円と

なりました。預金等（譲渡性預金含む）は、地域に密着した地道な営業活動に努めた結果、法人預金・個人預金と

もに大きく増加し、前連結会計年度末比1,551億円増加の６兆5,066億円となりました。有価証券は、前連結会計年

度末比95億円増加し、１兆9,956億円となりました。

連結経営成績につきましては、経常収益は、有価証券利息配当金の減少を主因に資金運用収益が減少したこと

や、国債等債券売却益の減少を主因にその他業務収益が減少したこと等から、前年同期比35億77百万円減少し、

317億92百万円となりました。一方、経常費用は、国債等債券売却損の減少を主因に、その他業務費用が減少した

こと等から、前年同期比69億73百万円減少し、189億52百万円となりました。この結果、経常利益は、前年同期比

33億96百万円増益の128億40百万円、四半期純利益は、前年同期比26億77百万円増益の84億97百万円となりまし

た。
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国内・海外別収支

資金運用収支は、18,666百万円となりました。

役務取引等収支は、4,043百万円となりました。
 

種類 期別
国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第１四半期連結累計期間 19,073 240 63 19,251

当第１四半期連結累計期間 18,714 0 47 18,666

　うち資金運用収益
前第１四半期連結累計期間 21,692 240 304 21,629

当第１四半期連結累計期間 20,492 0 47 20,444

　うち資金調達費用
前第１四半期連結累計期間 2,619 ─ 241 2,378

当第１四半期連結累計期間 1,778 ― 0 1,778

信託報酬
前第１四半期連結累計期間 22 ─ ─ 22

当第１四半期連結累計期間 25 ― ― 25

役務取引等収支
前第１四半期連結累計期間 4,346 △0 199 4,147

当第１四半期連結累計期間 4,128 △0 85 4,043

　うち役務取引等
　収益

前第１四半期連結累計期間 6,186 ─ 228 5,958

当第１四半期連結累計期間 6,169 ― 107 6,062

　うち役務取引等
　費用

前第１四半期連結累計期間 1,839 0 29 1,810

当第１四半期連結累計期間 2,041 0 22 2,018

特定取引収支
前第１四半期連結累計期間 90 ─ ─ 90

当第１四半期連結累計期間 95 ― ― 95

　うち特定取引収益
前第１四半期連結累計期間 90 ─ ─ 90

当第１四半期連結累計期間 95 ― ― 95

　うち特定取引費用
前第１四半期連結累計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結累計期間 ― ― ― ―

その他業務収支
前第１四半期連結累計期間 613 △0 ─ 613

当第１四半期連結累計期間 2,724 ─ ― 2,724

　うちその他業務
　収益

前第１四半期連結累計期間 6,449 ─ ─ 6,449

当第１四半期連結累計期間 3,216 ─ ― 3,216

　うちその他業務
　費用

前第１四半期連結累計期間 5,835 0 ─ 5,835

当第１四半期連結累計期間 491 ― ― 491
 

(注) １. 「国内」とは、当行及び国内に本店を有する(連結)子会社(以下、「国内(連結)子会社」という。)でありま

す。

２. 「海外」とは、海外に本店を有する(連結)子会社(以下、「海外(連結)子会社」という。)であります。

３. 「相殺消去額」とは、連結会社間に係る相殺消去額であります。
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国内・海外別役務取引の状況

役務取引等収益は、6,062百万円となりました。

役務取引等費用は、2,018百万円となりました。
　

種類 期別
国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 6,186 ─ 228 5,958

当第１四半期連結累計期間 6,169 ─ 107 6,062

　うち預金・貸出
　業務

前第１四半期連結累計期間 1,071 ─ ─ 1,071

当第１四半期連結累計期間 1,035 ─ ─ 1,035

　うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 1,923 ─ ─ 1,923

当第１四半期連結累計期間 1,872 ─ ─ 1,872

　うち信託関連業務
前第１四半期連結累計期間 1 ― ― 1

当第１四半期連結累計期間 0 ─ ─ 0

　うち証券関連業務
前第１四半期連結累計期間 17 ─ ─ 17

当第１四半期連結累計期間 14 ─ ─ 14

　うち代理業務
前第１四半期連結累計期間 160 ─ ─ 160

当第１四半期連結累計期間 142 ─ ─ 142

　うち保護預り
　・貸金庫業務

前第１四半期連結累計期間 206 ─ ─ 206

当第１四半期連結累計期間 197 ─ ─ 197

　うち保証業務
前第１四半期連結累計期間 86 ─ ─ 86

当第１四半期連結累計期間 105 ─ ─ 105

役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 1,839 0 29 1,810

当第１四半期連結累計期間 2,041 0 22 2,018

　うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 680 ─ ─ 680

当第１四半期連結累計期間 667 ─ ─ 667
 

(注) １. 「国内」とは、当行及び国内(連結)子会社であります。
２. 「海外」とは、海外(連結)子会社であります。
３. 「相殺消去額」とは、連結会社間に係る相殺消去額であります。

　

国内・海外特定取引の状況

特定取引収益は、95百万円となりました。
　

種類 期別
国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

特定取引収益
前第１四半期連結累計期間 90 ― ― 90

当第１四半期連結累計期間 95 ─ ─ 95

　うち商品有価
　証券収益

前第１四半期連結累計期間 25 ― ― 25

当第１四半期連結累計期間 44 ─ ─ 44

　うち特定取引
　有価証券収益

前第１四半期連結累計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結累計期間 ─ ─ ─ ─

　うち特定金融
　派生商品収益

前第１四半期連結累計期間 64 ─ ─ 64

当第１四半期連結累計期間 51 ─ ─ 51

　うちその他の
　特定取引収益

前第１四半期連結累計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結累計期間 ─ ─ ─ ─

特定取引費用
前第１四半期連結累計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結累計期間 ─ ─ ─ ─

　うち商品有価
　証券費用

前第１四半期連結累計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結累計期間 ─ ─ ─ ─

　うち特定取引
　有価証券費用

前第１四半期連結累計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結累計期間 ─ ─ ─ ─

　うち特定金融
　派生商品費用

前第１四半期連結累計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結累計期間 ─ ─ ─ ─

　うちその他の
　特定取引費用

前第１四半期連結累計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結累計期間 ─ ─ ─ ─
 

(注) １. 「国内」とは、当行及び国内(連結)子会社であります。

２. 「海外」とは、海外(連結)子会社であります。

３. 「相殺消去額」とは、連結会社間に係る相殺消去額であります。
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国内・海外別預金残高の状況

○　預金の種類別残高(末残)
 

種類 期別
国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第１四半期連結会計期間 5,980,979 ─ 1,663 5,979,315

当第１四半期連結会計期間 6,253,652 ─ 2,705 6,250,947

　うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 3,460,294 ─ 1,561 3,458,732

当第１四半期連結会計期間 3,562,504 ─ 1,898 3,560,606

　うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 2,315,635 ― 70 2,315,565

当第１四半期連結会計期間 2,428,751 ─ 70 2,428,681

　うちその他
前第１四半期連結会計期間 205,048 ─ 32 205,016

当第１四半期連結会計期間 262,397 ─ 737 261,659

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 276,276 ― 155 276,121

当第１四半期連結会計期間 255,791 ─ 90 255,701

総合計
前第１四半期連結会計期間 6,257,256 ─ 1,818 6,255,437

当第１四半期連結会計期間 6,509,444 ─ 2,795 6,506,648
 

(注) １. 「国内」とは、当行及び国内(連結)子会社であります。

２. 「海外」とは、海外(連結)子会社であります。

３. 「相殺消去額」とは、連結会社間に係る相殺消去額であります。

４. 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

５. 定期性預金＝定期預金＋定期積金

 

国内・海外別貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況(末残・構成比)
 

業種別
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

国内
(除く特別国際金融取引勘定分)

4,664,998 100.00 4,895,727 100.00

　製造業 763,949 16.38 746,739 15.25

　農業, 林業 3,163 0.07 3,559 0.07

　漁業 721 0.01 462 0.01

　鉱業, 採石業, 砂利採取業 352 0.01 366 0.01

　建設業 139,253 2.98 138,076 2.82

　電気・ガス・熱供給・水道業 85,217 1.83 94,766 1.94

　情報通信業 37,920 0.81 39,997 0.82

　運輸業, 郵便業 203,814 4.37 234,542 4.79

　卸売業, 小売業 481,864 10.33 491,911 10.05

  金融業, 保険業 275,428 5.90 305,264 6.23

　不動産業, 物品賃貸業 663,736 14.23 719,223 14.69

　各種サービス業 329,579 7.06 330,605 6.75

　地方公共団体 411,312 8.82 471,892 9.64

　その他 1,268,679 27.20 1,318,315 26.93

海外及び特別国際金融取引勘定分 ─ ─ ─ ─

　政府等 ─ ─ ─ ─

　金融機関 ─ ─ ─ ─

　その他 ─ ─ ─ ─

合計 4,664,998 ― 4,895,727 ―
 

(注) １. 「国内」とは、当行及び国内(連結)子会社であります。

２. 「海外」とは、海外(連結)子会社であります。
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「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況

連結会社のうち、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む会社は提出会社１社

です。
　
信託財産の運用／受入状況（信託財産残高表）

資産

科目

前連結会計年度
（平成26年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成26年６月30日）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

信託受益権 30,432 97.79 34,836 98.14

有形固定資産 629 2.02 629 1.77

銀行勘定貸 58 0.19 30 0.09

現金預け金 ─ ─ ─ ─

合計 31,120 100.00 35,496 100.00
 

 

負債

科目

前連結会計年度
（平成26年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成26年６月30日）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

金銭信託 30,406 97.71 34,776 97.97

包括信託 713 2.29 719 2.03

合計 31,120 100.00 35,496 100.00
 

(注)元本補填契約のある信託については、前連結会計年度及び当第１四半期連結会計期間の取扱残高はありません。
　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。
　

(3) 主要な設備の状況

当第１四半期連結累計期間において、完成した新築、増改築等は次のとおりであります。なお、当行グループ

は、銀行業の単一セグメントであるため、その主要な事業部門である銀行業務部門について記載しております。

会社名 店舗名 所在地 設備の内容
敷地面積
(㎡)

建物延床面積
(㎡)

完了年月

当行 岡山西支店 岡山市北区 店舗 1,186.00 501.23 平成26年５月
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,000,000,000

計 2,000,000,000
 

　
② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 625,266,342 同左
東京証券取引所
市場第一部

株主としての権利内容に制限の
ない、標準となる株式。
単元株式数は1,000株。

計 625,266,342 同左 ― ―
 

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)
平成26年４月１日～
平成26年６月30日

─ 625,266 ─ 54,573 ─ 30,634
 

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期連結会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の内容が確認できないため、直前の

基準日（平成26年３月31日）に基づく株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

   平成26年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
 普通株式  　1,825,000

―
株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式（相互保有株式）

 普通株式　      3,000
―

完全議決権株式(その他)  普通株式　 620,799,000 620,799 同上

単元未満株式  普通株式　　 2,639,342 ― 同上

発行済株式総数         　  625,266,342 ― ―

総株主の議決権 ― 620,799 ―
 

(注) １. 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、２千株含まれてお

ります。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が、２個含まれており

ます。

　　 ２．上記の「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が、269株含まれております。

    ３．上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」所有の自己株式が、2,434千株

（議決権の数2,434個）含まれております。
　

② 【自己株式等】

    平成26年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
 株式会社広島銀行

広島市中区紙屋町一丁目
３番８号

1,825,000
2,434,000
（注１）

4,259,000 0.68

（相互保有株式）
 ひろぎんウツミ屋証券
 株式会社

広島市中区立町２番30号
3,000

（注２）
─ 3,000 0.00

計 ― 1,828,000 2,434,000 4,262,000 0.68
 

(注) １．他人名義で所有している理由等

「従業員持株ＥＳＯＰ信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳ

ＯＰ信託口・75468口）が所有しております。

    ２．顧客の一般信用取引に係る本担保株式であります。
　
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平

成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分

類は、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。

 

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（自平成26年４

月１日　至平成26年６月30日）及び第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30

日）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けておりま

す。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 現金預け金 197,940 250,329

 コールローン及び買入手形 13,989 13,390

 買入金銭債権 4,702 4,588

 特定取引資産 12,589 11,888

 金銭の信託 156 155

 有価証券 ※2  1,986,123 ※2  1,995,696

 貸出金 ※1  4,804,602 ※1  4,895,727

 外国為替 8,059 5,491

 その他資産 29,889 32,779

 有形固定資産 85,297 85,060

 無形固定資産 8,103 8,077

 退職給付に係る資産 34,395 31,149

 繰延税金資産 6,654 4,715

 支払承諾見返 45,870 49,356

 貸倒引当金 △32,798 △31,885

 資産の部合計 7,205,576 7,356,522

負債の部   

 預金 6,185,611 6,250,947

 譲渡性預金 165,954 255,701

 コールマネー及び売渡手形 38,009 24,767

 債券貸借取引受入担保金 192,120 206,583

 特定取引負債 10,345 9,636

 借用金 99,724 121,156

 外国為替 900 410

 社債 50,000 20,000

 信託勘定借 58 30

 その他負債 40,984 35,090

 退職給付に係る負債 23 24

 役員退職慰労引当金 22 11

 睡眠預金払戻損失引当金 1,304 1,304

 ポイント引当金 63 56

 再評価に係る繰延税金負債 16,075 16,064

 支払承諾 45,870 49,356

 負債の部合計 6,847,068 6,991,141

純資産の部   

 資本金 54,573 54,573

 資本剰余金 30,635 30,642

 利益剰余金 221,787 224,975

 自己株式 △1,754 △1,692

 株主資本合計 305,242 308,499

 その他有価証券評価差額金 26,122 29,534

 繰延ヘッジ損益 △1,447 △1,349

 土地再評価差額金 26,040 26,020

 為替換算調整勘定 △0 -

 退職給付に係る調整累計額 2,262 2,360

 その他の包括利益累計額合計 52,977 56,566

 新株予約権 287 314

 純資産の部合計 358,507 365,380

負債及び純資産の部合計 7,205,576 7,356,522
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

経常収益 35,369 31,792

 資金運用収益 21,629 20,444

  （うち貸出金利息） 16,488 16,041

  （うち有価証券利息配当金） 5,006 4,253

 信託報酬 22 25

 役務取引等収益 5,958 6,062

 特定取引収益 90 95

 その他業務収益 6,449 3,216

 その他経常収益 ※1 1,220 ※1 1,948

経常費用 25,925 18,952

 資金調達費用 2,378 1,778

  （うち預金利息） 1,113 894

 役務取引等費用 1,810 2,018

 その他業務費用 5,835 491

 営業経費 14,187 14,273

 その他経常費用 ※2 1,713 ※2 389

経常利益 9,444 12,840

特別利益 0 -

 固定資産処分益 0 -

特別損失 10 13

 固定資産処分損 10 12

 減損損失 - 0

税金等調整前四半期純利益 9,434 12,827

法人税、住民税及び事業税 1,365 2,886

法人税等調整額 2,008 1,443

法人税等合計 3,374 4,329

少数株主損益調整前四半期純利益 6,060 8,497

少数株主利益 239 -

四半期純利益 5,820 8,497
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 6,060 8,497

その他の包括利益 △8,446 3,609

 その他有価証券評価差額金 △8,710 3,410

 繰延ヘッジ損益 261 98

 為替換算調整勘定 0 0

 退職給付に係る調整額 - 98

 持分法適用会社に対する持分相当額 1 2

四半期包括利益 △2,386 12,106

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △2,625 12,106

 少数株主に係る四半期包括利益 239 -
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【注記事項】
　
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
　
　(連結の範囲の重要な変更)

　前連結会計年度に連結子会社でありましたHiroshima Finance (Cayman) Limitedは清算結了により連結の範囲から除

外しております。
　

(会計方針の変更等)
　
　(「退職給付に関する会計基準」等の適用)

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下、「退職給付会計基準」という。）及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下、「退職給付適用

指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第１

四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期

間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について

退職給付の見込支払日までの平均期間とする方法から退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用す

る方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半期連

結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しておりま

す。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る資産が3,960百万円減少し、利益剰余金が2,534百万円

減少しております。また、当第１四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ107百万円増

加しております。
　
　(「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」の適用)

　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成25年12

月25日）を当第１四半期連結会計期間から適用しておりますが、本実務対応報告第20項に定める経過的な取扱いに従っ

て、従来採用していた方法により会計処理を行っております。
　

(追加情報)
　
　（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

①取引の概要

　当行は、平成23年６月１日に、当行の業績や株価への意識を高め企業価値向上を図ることを目的とし、従業員イン

センティブ・プラン「従業員持株ＥＳＯＰ信託」を導入しました。

　当行が「広島銀行従業員持株会」（以下、「当行持株会」という。）に加入する従業員のうち一定の要件を充足す

る者を受益者とする信託を設定し、当該信託は５年間にわたり当行持株会が取得すると見込まれる数の当行株式を一

括して取得します。その後、当該信託は当行株式を毎月一定日に当行持株会に売却します。信託終了時に、株価の上

昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲

渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当行が借入先銀行に対し

て一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。

②信託が保有する自社の株式に関する事項
イ. 信託における帳簿価額は805百万円（前連結会計年度末は864百万円）であります。
ロ. 信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。
ハ. 信託が保有する自社の株式の期末株式数は2,270千株（前連結会計年度末は2,434千株）、期中平均株式数

は2,376千株（前第１四半期連結累計期間は3,293千株）であります。
ニ. 期末株式数及び期中平均株式数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。
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(四半期連結貸借対照表関係)
　
※１　貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

破綻先債権額 1,700百万円 1,653百万円

延滞債権額 54,303百万円 52,414百万円

３ヶ月以上延滞債権額 2,534百万円 2,660百万円

貸出条件緩和債権額 32,350百万円 31,119百万円

合計額 90,888百万円 87,847百万円
 

　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
　
※２　「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務

の額

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

 35,072百万円 33,924百万円
 

　
(四半期連結損益計算書関係)

　
※１　その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

株式等売却益 760百万円 774百万円

貸倒引当金戻入益 ─百万円 478百万円

償却債権取立益 11百万円 １百万円
 

　
※２　その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

株式等売却損 484百万円 42百万円

貸出債権売却等による損失 159百万円 24百万円

貸出金償却 155百万円 ―百万円

貸倒引当金繰入額 533百万円 ―百万円

株式等償却 0百万円 ―百万円
 

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

減価償却費 1,028百万円 978百万円
 

　
(株主資本等関係)

　
 前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)
　
１. 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日
定時株主総会

普通株式 1,859 3.0 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金
 

（注）　配当金の総額には、ＥＳＯＰ信託に対する配当金10百万円を含めておりません。これは、ＥＳＯＰ信託が所
有する当行株式を自己株式として認識しているためです。

　
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるものは、該当ありません。
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 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)
　
１. 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月26日
定時株主総会

普通株式 2,794 4.5 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金
 

（注）　配当金の総額には、ＥＳＯＰ信託に対する配当金10百万円を含めておりません。これは、ＥＳＯＰ信託が所
有する当行株式を自己株式として認識しているためです。

　
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるものは、該当ありません。
　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　　前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
　
　　当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
　

(有価証券関係)

※１. 企業集団の事業の運営において重要なものであることから記載しております。

※２. 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入金銭債権」中の

信託受益権を含めて記載しております。
　
１. 満期保有目的の債券

   前連結会計年度(平成26年３月31日)

　　　　該当ありません。
　
   当第１四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

　　　　該当ありません。
　
２. その他有価証券

   前連結会計年度(平成26年３月31日)
　

 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 62,560 90,131 27,571

債券 1,424,136 1,433,350 9,213

　国債 1,124,880 1,128,322 3,441

　地方債 139,607 142,880 3,273

　社債 159,648 162,146 2,498

その他 450,569 453,580 3,011

合計 1,937,266 1,977,062 39,796
 　
   当第１四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

　

 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 62,015 93,544 31,528

債券 1,428,114 1,437,726 9,611

　国債 1,140,293 1,144,008 3,714

　地方債 136,800 140,021 3,220

　社債 151,019 153,696 2,676

その他 451,355 455,220 3,864

合計 1,941,485 1,986,491 45,005
 

(注) １. 四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）は、当第１四半期連結決算日（連結決算日）にお
ける市場価格等に基づく時価により計上したものであります。

２.　その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価ま
で回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額
（連結貸借対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第１四半期連結累計期間（連結会計年度）の損失
として処理（以下、「減損処理」という。）しております。

  　前連結会計年度における減損処理額は、34百万円（うち、株式1百万円、債券33百万円）であります。
  　当第１四半期連結累計期間における減損処理額は、該当ありません。
　 　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当第１四半期連結決算日（連結決算日）にお

いて時価が取得原価に対して50％以上下落している銘柄をすべて、また30％以上50％未満下落している銘柄
のうち債務者区分等を勘案し、必要と認められる銘柄を著しく下落したと判断しております。なお、著しく
下落した場合であっても、回復する見込みがあると認められる銘柄については、減損処理を行っておりませ
ん。
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(金銭の信託関係)

　　企業集団の事業の運営において重要なものであることから記載しております。
　
１. 満期保有目的の金銭の信託

   前連結会計年度(平成26年３月31日)

　　　　該当ありません。
　
   当第１四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

　　　　該当ありません。
　
２. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）

   前連結会計年度(平成26年３月31日)
　

 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

その他の金銭の信託 156 156 ─
 

(注)　連結貸借対照表計上額は、連結決算日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
　
   当第１四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

　

 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)

その他の金銭の信託 155 155 ─
 

(注)　四半期連結貸借対照表計上額は、当第１四半期連結決算日における市場価格等に基づく時価により計上したも

のであります。
　

(デリバティブ取引関係)

企業集団の事業の運営において重要なものであることから記載しております。
　

(1) 金利関連取引

   前連結会計年度(平成26年３月31日)
　

区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

金融商品
取引所

金利先物 ─ ─ ─

金利オプション ─ ─ ─

店頭

金利先渡契約 ─ ─ ─

金利スワップ 477,505 997 997

金利オプション ─ ─ ─

その他 162,819 △0 279

合計 ― 997 1,277
 

(注)　上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第24号)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いてお

ります。
　
   当第１四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

　
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

金融商品
取引所

金利先物 ─ ─ ─

金利オプション ─ ─ ─

店頭

金利先渡契約 ─ ─ ─

金利スワップ 456,830 981 981

金利オプション ─ ─ ─

その他 151,741 △0 214

合計 ― 981 1,196
 

(注)　上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第24号)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いてお

ります。
　

EDINET提出書類

株式会社広島銀行(E03585)

四半期報告書

17/21



 

(2) 通貨関連取引

   前連結会計年度(平成26年３月31日)
　

区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

金融商品
取引所

通貨先物 ─ ─ ─

通貨オプション ─ ─ ─

店頭

通貨スワップ 1,235,699 393 3,645

為替予約 77,357 67 67

通貨オプション 255,282 ─ 1,062

その他 ─ ─ ─

合計 ― 460 4,775
 

(注)　上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会

業種別監査委員会報告第25号）等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債

務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建

金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。
　
    当第１四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

　
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

金融商品
取引所

通貨先物 ─ ─ ─

通貨オプション ─ ─ ─

店頭

通貨スワップ 1,207,854 365 3,584

為替予約 62,435 100 100

通貨オプション 238,494 ─ 1,015

その他 ─ ─ ─

合計 ― 465 4,700
 

(注)　上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会

業種別監査委員会報告第25号）等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債

務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該

外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。
　

(3) 株式関連取引

   前連結会計年度(平成26年３月31日)

該当ありません。
　
   当第１四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

該当ありません。
　

(4) 債券関連取引

   前連結会計年度(平成26年３月31日)

該当ありません。
　
   当第１四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

該当ありません。
　

(5) 商品関連取引

   前連結会計年度(平成26年３月31日)

該当ありません。
　
   当第１四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

該当ありません。
　

(6) クレジット・デリバティブ取引

   前連結会計年度(平成26年３月31日)

該当ありません。
　
   当第１四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

該当ありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上

の基礎は、次のとおりであります。
　

   
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
 至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
 至　平成26年６月30日)

（１） １株当たり四半期純利益金額 円 9.39 13.68

 （算定上の基礎）    

 四半期純利益 百万円 5,820 8,497

 普通株主に帰属しない金額 百万円 ─ ─

 普通株式に係る四半期純利益 百万円 5,820 8,497

 普通株式の期中平均株式数 千株 619,894 621,003

（２）
 

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

円 9.37 13.66

 （算定上の基礎）    

 四半期純利益調整額 百万円 ─ ―

 普通株式増加数 千株 925 990

 　うち新株予約権 千株 925 990

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり四半期純利益金
額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変
動があったものの概要

 ─ ─

 

（注）　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口・75468口）が所有する当行株式につい

ては、四半期連結財務諸表において自己株式として会計処理しているため、上記の「普通株式の期中平均株式

数」に当該株式は含まれておりません。

　１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第１四半期連結累計期

間3,293千株、当第１四半期連結累計期間2,376千株であります。
　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
　
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年８月７日

株式会社広島銀行

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   尾　　﨑　　更　　三　　㊞

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   柿　　沼　　幸　　二　　㊞

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   河　　合　　聡 一 郎　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社広島銀

行の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社広島銀行及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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